
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

参
議
院
財
政
金
融
委
員
会 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。 

 一 

令
和
十
年
分
以
後
の
所
得
税
の
基
礎
控
除
の
額
及
び
給
与
所
得
控
除
の
最
低
保
障
額
の
二
年
ご
と
の
見
直
し
の
枠
組
み
に

つ
い
て
は
、
課
税
最
低
限
に
つ
い
て
生
活
保
護
基
準
額
を
勘
案
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
と
と
も
に
、
物
価
変
動
に
対
し
て

柔
軟
に
税
制
が
対
応
で
き
る
仕
組
み
へ
の
改
変
な
ど
も
含
め
、
予
見
可
能
性
を
確
保
し
つ
つ
、
源
泉
徴
収
義
務
者
の
事
務
負

担
に
配
慮
し
な
が
ら
、
物
価
変
動
に
よ
る
影
響
を
税
制
上
軽
減
す
る
制
度
と
な
る
よ
う
引
き
続
き
検
討
を
進
め
る
こ
と
。 

 

二 

消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
に
係
る
経
過
措
置
の
一
つ
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
八
割
控
除
に
つ
い
て
は
、
免
税
事
業
者
等

が
取
引
か
ら
排
除
さ
れ
な
い
よ
う
配
慮
す
る
観
点
か
ら
、
免
税
事
業
者
等
の
取
引
の
実
情
を
踏
ま
え
つ
つ
、
不
断
の
見
直
し

を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
運
用
状
況
等
を
把
握
し
た
上
で
、
必
要
に
応
じ
て
適
切
な
対
応
を
行
う
こ
と
。 

 

三 

非
課
税
口
座
内
の
少
額
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
及
び
譲
渡
所
得
等
の
非
課
税
措
置
、
い
わ
ゆ
る
こ
ど
も
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ

の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
格
差
の
固
定
化
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
、
利
用
機
会
の
平
等
や
世
代
間
の
公
平
の
実
現
、
簡
素
な

制
度
の
構
築
を
目
指
し
、
利
用
状
況
と
効
果
を
適
切
に
把
握
し
、
不
断
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。 

 

四 

極
め
て
高
い
水
準
の
所
得
に
対
す
る
負
担
の
適
正
化
措
置
に
つ
い
て
は
、
暗
号
資
産
の
分
離
課
税
化
等
の
影
響
も
含
め
、

施
行
後
に
お
け
る
所
得
税
負
担
率
の
動
向
等
を
確
実
に
把
握
し
、
税
負
担
の
公
平
性
の
観
点
か
ら
そ
の
効
果
を
見
極
め
、
必

要
に
応
じ
て
適
切
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
。 

 

五 

給
与
等
の
支
給
額
が
増
加
し
た
場
合
の
特
別
税
額
控
除
制
度
、
い
わ
ゆ
る
賃
上
げ
促
進
税
制
の
令
和
九
年
度
以
降
の
中
堅

企
業
向
け
措
置
の
廃
止
に
当
た
っ
て
は
、
中
堅
企
業
が
地
方
経
済
や
地
域
の
雇
用
の
中
核
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
重
要
性
か

ら
、
こ
れ
ら
の
企
業
に
対
し
て
十
分
な
支
援
措
置
を
講
ず
る
よ
う
検
討
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
令
和
九
年
度
以
降
の
中
小
企

業
向
け
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
中
小
企
業
を
取
り
巻
く
経
営
環
境
及
び
賃
上
げ
の
実
施
状
況
等
を
十
分
に
踏
ま
え
た
上
で
検



討
を
行
う
こ
と
。 

 
六 
特
定
生
産
性
向
上
設
備
等
を
取
得
し
た
場
合
の
特
別
償
却
・
特
別
税
額
控
除
制
度
、
い
わ
ゆ
る
特
定
生
産
性
向
上
設
備
等

投
資
促
進
税
制
に
係
る
控
除
限
度
超
過
額
の
繰
越
控
除
制
度
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
企
業
の
予
見
可
能
性
に
配
慮
す
る
観

点
か
ら
、
そ
の
適
用
要
件
の
詳
細
を
速
や
か
に
示
す
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

七 

租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、
補
助
金
等
を
始
め
と
す
る
他
の
政
策
手
段
に
対
す
る
比
較
優
位
性
が
認
め
ら
れ
、
政
策
目

標
の
具
体
的
な
達
成
時
期
や
定
量
的
な
水
準
等
が
明
確
で
あ
る
も
の
を
創
設
又
は
継
続
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
効
果
検
証
に

当
た
っ
て
は
、
必
要
な
デ
ー
タ
を
幅
広
く
収
集
し
、
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
の
考
え
に
基
づ
き
必
要
性
及
び
有
効
性
を
分
析
し
、
効
果
が

不
透
明
な
も
の
等
は
廃
止
・
縮
減
す
る
こ
と
。 

 

八 

高
水
準
で
推
移
す
る
申
告
件
数
及
び
滞
納
税
額
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
円
滑
な
実
施
及
び
制
度
定
着
に
伴
う
事
務
量
の
増

加
、
消
費
税
不
正
還
付
事
案
へ
の
厳
正
な
対
応
、
複
雑
・
困
難
化
す
る
租
税
回
避
ス
キ
ー
ム
事
案
へ
の
対
応
な
ど
、
社
会
情

勢
の
変
化
に
よ
る
税
務
執
行
に
係
る
事
務
量
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
調
査
事
務
拡
充
に
よ
る
税
務
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
向
上
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
適
正
か
つ
公
平
な
賦
課
及
び
徴
収
の
実
現
を
図
り
、
国
の
財
政
基
盤
で

あ
る
税
の
歳
入
を
確
保
す
る
た
め
、
国
税
職
員
の
定
員
確
保
、
職
務
の
困
難
性
・
特
殊
性
を
適
正
に
評
価
し
た
給
与
水
準
の

確
保
な
ど
処
遇
の
改
善
、
機
構
の
充
実
及
び
職
場
環
境
の
整
備
に
特
段
の
努
力
を
払
い
、
従
来
に
も
増
し
た
税
務
執
行
体
制

の
強
化
に
努
め
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


